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表現の自由からの著作権法体系の再構築 
 
 本研究は、著作権の制限規定全般と表現の自由の関係の分析から出発した。

とりわけ、近時重要な問題となっている、著作権の侵害主体の問題に焦点をあ

て、分析をおこなった。具体的な事例は、私的複製機器による time-shifting, 
space-shifting 目的の複製、Peer to Peer と呼ばれる私人間での音楽ファイルの

共有ソフトの提供、プロバイダおよび Google などのサーチエンジである。これ

らの事例をとおして、表現の自由の視点からデジタル環境における著作権法の

体系の変容を検証することを目的とした。 
 これら三つのタイプの事例において、表現の自由の要請の現れ方ないし著作

権の制限規定の適用の仕方は異なっている。しかし、いずれの事例においても、

従来の財産権としての著作権法の体系では適切に対応できないほど、デジタル

環境における著作物の利用態様が多様化していることから、本研究は、不法行

為法の視点、および、表現の自由を含めた積極的外部性を体現する著作権の制

限規定による規制を主張した。前者は消極的外部性という視点から、後者につ

いては、狭義の表現の自由の保障以外の文化的民主政、情報の流通、情報の再

生+A1 産などを包括的に含む積極的外部性という視点から根拠づけた。なかで

も、著作権法の体系にどこまで後者の積極的外部性を考慮すべきかが重要であ

ることが明らかとなった。 
 著作権は排他的権利としての財産権の法律構成を採用しているが、デジタル

環境におけるデジタル情報の利用態様の多様化に対応し、不法行為（消極的外

部性に対する保護）、ひいては表現の自由を含めた積極的外部性の保護へと、著

作物保護の考え方が変容する座標軸を示した。 
 
研究成果 
 
著作権侵害の責任主体に関するわが国判例法理の比較法上の位置づけ 
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